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はじめに・・・
受け付けた兼業すべてに対し、毎月実施状況報告をしていただく
必要があります。
本マニュアルでは実施状況報告の手順を説明します。

※報告したい兼業依頼の審査状況が「兼業依頼の処理完了」になっていることをご確認の上、
ご作成ください。審査フローがすべて終了するまで、実施状況報告は作成できません。
審査が未了でお急ぎの場合は、お手数をおかけいたしますが人事課職員係までご連絡ください。

目次： 1. 実施状況報告の報告画面への入り方（共通）P3

2. 実施状況報告の入力（短期兼業）P4

3. 実施状況報告の入力（任期兼業）P5



1. 実施状況報告の報告画面への入り方（共通）
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もしくは
①システムより届いたメールのURL
をクリックする。

【注意】従事実績がない場合も「無」との報告が必要です！

①兼業依頼システムにログイン
②依頼者用メニューで実施状況報告を作成し
たい兼業依頼の「表示」をクリックする。

③依頼メニューの「実施状況報告」の矢印を
クリックする。

or



2. 実施状況報告の入力（短期兼業）
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①従事しなかった場合、「無」を選択する。

②兼業に従事した回数を入力する。

④報告ボタンを押す。
⇒実施状況報告はこれで完了です。
兼業従事者の確認へ進みます。

③従事者に支払った金額を入力する。



⓪実績月を入力する。

3. 実施状況報告の入力（任期兼業）

①該当月に一度も従事しなかった場合は
「無」を選択する。

②兼業に従事した回数を入力する。

③従事者に支払った金額を入力する。

④該当月が兼業期間の最終月の場合は
「この報告で兼業を終了」を選択する。

※依頼の際に
「従事する週と曜日が確定している」、
「従事する週と曜日が確定していない」のどちら
をご選択いただいても報告の方法は同じです。

⑤報告ボタンを押す。
⇒実施状況報告はこれで完了です。
兼業従事者の確認へ進みます。
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→「この報告で兼業を終了」を選択する
ことで、システムからお送りしている
「実施状況報告のお願い」メールの配信
が次月より停止され、当該兼業依頼の実
施状況報告が作成できなくなります。


